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  １ デジタル社会を取り巻く背景 　第 1 章 　 自 治 体 Ｄ Ｘ を 取 り 巻 く 背 景

◆ デジタル社会の変革

21世紀の技術革新は、私たちの生活やビジネスを根本から変えつつあります。特に新型

コロナウイルス感染症を機に、「対面・書面・押印」を前提とした従来の行政のあり方が問い

直され、非対面・非接触でのサービス提供が急務となりました。また、近年普及した生成AI

は、議事録作成や文書作成支援等、行政業務の効率化に多大な可能性を示す一方、セキュ

リティや倫理面での新たな課題も生じています。

◆ デジタル社会実現に向けた国の方針

国はデジタル庁を創設し、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を掲げてい

ます。マイナカードの普及や行政手続きのオンライン化、自治体システム標準化・共通化等

の基盤整備を強力に推進しています。

◆ 地方自治体に求められる役割

社会環境が激変する中、住民に最も身近な存在である基礎自治体には、デジタル活用に

よる住民の利便性向上と、業務効率化を通じた持続可能な行政運営の実現が求められて

います。単なるツールの導入に留まらず、業務プロセス全体の見直し（BPR※）や組織文化

の変革を含めた「DX（デジタル・トランスフォーメーション）」を推進することが不可欠です。

※ 　 B P R （ B u s i n e s s  P r o c e s s  R e - e n g i n e e r i n g 【 ビ ジ ネ ス ・ プ ロ セ ス ・ リ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 】 ）
企 業 や 組 織 の 業 務 プ ロ セ ス を 根 本 か ら 見 直 し 再 設 計 す る こ と で 、 生 産 性 向 上 や コ ス ト 削 減 等 大 幅 な 業 務 改 革 を 実 現 す る 手 法
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 ２ 国・県のデジタル推進計画等について 　第 1 章 　 自 治 体 Ｄ Ｘ を 取 り 巻 く 背 景

Ⅰ 法律・計画

◆ 官民データ活用推進基本法

行政手続きのオンライン原則化、民間手続きのワンストップ化、マイナンバーカードの普

及・利活用の促進等を基本理念として掲げています。

◆ デジタル社会の実現に向けた重点計画

デジタル社会の形成に関する国の基本方針を示すものであり、デジタル庁を中心に政府

全体で推進する施策が盛り込まれています。

◆  自治体DX推進計画

自治体DXの推進の基本的な考え方として、「住民の利便性向上」「業務効率化」「データ

活用による政策立案」の3つを掲げ、重点的に取り組むべき事項が盛り込まれています。

◆  みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計画（略称：みえデジプラン）

「誰もが住みたい場所に住み続けられる三重県」を目指す姿として掲げ、「デジタルが社

会に浸透することによって、誰もが、直接的、間接的にデジタルの恩恵を受けることができ

る社会」の形成を推進しています。
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 ２ 国・県のデジタル推進計画等について 　第 1 章 　 自 治 体 Ｄ Ｘ を 取 り 巻 く 背 景

Ⅱ 国・県・市のそれぞれの役割

◆ 国 … デジタル社会の形成に関する施策の総合的かつ効果的な推進

 ・  デ ジ タ ル 社 会 の 実 現 に 向 け た 基 本 的 な 方 針 の 策 定 ・  制 度 ・ シ ス テ ム の 標 準 化 の 推 進

  ・  自 治 体 へ の 技 術 的 ・ 財 政 的 支 援 ・  マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 普 及 促 進

 ・  自 治 体 情 報 シ ス テ ム の 標 準 化 ・ 共 通 化 の 推 進 ・  ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド の 整 備 ・ 運 用

   ・  デ ー タ 連 携 基 盤 の 整 備 ・  デ ジ タ ル 人 材 の 育 成 支 援

◆ 県 … 国の方針を踏まえつつ、県内市町のデジタル化を支援する役割

  ・  県 域 全 体 の デ ジ タ ル 化 の 推 進 ・  市 町 間 の 連 携 促 進

  ・  広 域 的 な シ ス テ ム 共 同 利 用 の 推 進 ・  デ ジ タ ル 人 材 の 育 成 支 援

   ・  市 町 へ の 技 術 的 支 援 ・  デ ジ タ ル デ バ イ ド 対 策 の 推 進

・  県 と 市 町 の デ ー タ 連 携 の 推 進

◆ 市 … 住民に最も身近な基礎自治体としての役割

・  デ ジ タ ル 技 術 や デ ー タ を 活 用 し た 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 に よ る 、 住 民 の 利 便 性 向 上

・  デ ジ タ ル 技 術 や A I等 の 活 用 に よ り 業 務 効 率 化 を 図 り 、 限 ら れ た 人 的 資 源 の 有 効 活 用

・  デ ジ タ ル デ バ イ ド 対 策 を 講 じ 、 誰 も が デ ジ タ ル 化 の 恩 恵 を 受 け ら れ る 環 境 整 備

・  地 域 の 実 情 に 応 じ た Ｄ Ｘ 施 策 の 展 開 　 　 ・  住 民 や 事 業 者 と 連 携 し た 地 域 Ｄ Ｘ の 推 進
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◆ Ⅰ　全体講評

令 和 3 年 度 に 策 定 し た 第 1 期 の 取 組 を 振 り 返 る と 、 当 初 は 職 員 の 意 識 に 差 が あ り 、 デ ジ タ ル 化 の 必 要 性

の 理 解 も 進 ん で い な か っ た こ と か ら 、 取 り 組 ん で い る の は 一 部 の 部 署 や 職 員 に 留 ま っ て い ま し た 。

し か し 、 社 会 全 体 で デ ジ タ ル 化 が 進 み 、 生 成 A Iを 始 め と す る 最 先 端 の デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 を 自 治 体 に

お い て も 求 め ら れ た こ と か ら 、 徐 々 に 意 識 に 変 化 が 出 始 め 、 必 要 性 の 理 解 も 進 み 、 今 で は 市 全 体 と し て

デ ジ タ ル 化 が 定 着 し つ つ あ り ま す 。

実 績 に も 表 れ て お り 、 行 政 手 続 き の オ ン ラ イ ン 化 や Ｓ Ｎ Ｓ の 活 用 等 は 策 定 当 初 の 目 標 値 を 早 期 に 上 回 り 、

上 方 修 正 し た 目 標 も 達 成 す る 等 、 順 調 に 進 ん だ こ と に 加 え 、 そ の 他 の 取 組 の 多 く も 、 達 成 、 ま た は 未 達 成

で も 達 成 率 が 9 0 % を 超 え る 項 目 が 多 く あ り ま し た 。

し か し 、 一 方 で 主 に 電 子 決 裁 や テ レ ワ ー ク の 推 進 等 の 行 政 内 部 の 運 営 に 関 す る 取 組 を 中 心 に 達 成 率 が

低 い 取 組 が 多 か っ た こ と か ら 、 デ ジ タ ル 活 用 に よ る 住 民 の 利 便 性 向 上 だ け で な く 、 単 な る デ ジ タ ル 化 に

留 ま ら な い 業 務 プ ロ セ ス 全 体 の 見 直 し （ B P R ※ ） や 、 組 織 文 化 の 変 革 を 含 め た 「 D X 」 を 推 進 す る こ と が

不 可 欠 で す 。

ま た 、 令 和 7 年 4 月 に 「 伊 勢 市 人 材 育 成 ・ 確 保 基 本 方 針 」 が 改 訂 さ れ 、 Ｄ Ｘ 人 材 の 育 成 に つ い て も 盛 り 込

ま れ た こ と か ら 、 今 後 は Ｄ Ｘ 人 材 の 育 成 に も 注 力 し て い く こ と が 求 め ら れ ま す 。

１ これまでの取組の振り返りと今後の展望　　第 2 章 　 伊 勢 市 の D X 化 の 現 状

※ 　 B P R （ B u s i n e s s  P r o c e s s  R e - e n g i n e e r i n g 【 ビ ジ ネ ス ・ プ ロ セ ス ・ リ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 】 ）
企 業 や 組 織 の 業 務 プ ロ セ ス を 根 本 か ら 見 直 し 再 設 計 す る こ と で 、 生 産 性 向 上 や コ ス ト 削 減 等 大 幅 な 業 務 改 革 を 実 現 す る 手 法
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№ 施 策 名 称 数 値 目 標 （ K G I ) 令 和 7 年 度 末 実 績 評 価

1
来 庁 を 不 要 と す る 行 政 手 続 き

新 た な プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を
活 用 し た 手 続 き

オ ン ラ イ ン 化 し た 手 続 き 数
 :  １ 2 ０ 件 《 累 計 》

1 4 2 件 達 成
≪ 達 成 率 ： 1 1 8 . 3 % ≫

2
マ イ ナ ン バ ー カ ー ド

の 普 及 ・ 活 用

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 交 付 率 ： ９ ０ ％ 1 0 0 . 2 %
（ ※ １ ）

達 成
≪ 達 成 率 ： 1 1 1 . 3 % ≫

3
マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を 活 用 し た

市 独 自 の サ ー ビ ス 件 数 ： 3 件 《 累 計 》  
2 件 未 達 成

≪ 達 成 率 ： 6 6 . 7 % ≫

4

S N S を 活 用 し た
相 談 窓 口 ・ 情 報 発 信

相 談 用 L I N E 公 式
ア カ ウ ン ト 登 録 者 数 ：

１ ， 3 ０ ０ 名 《 累 計 》
1 , 4 6 7 名 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 1 2 . 8 % ≫

5
伊 勢 市 S N S 登 録 者
（ フ ォ ロ ワ ー ） 数 ：

4 2 , 0 0 0 名 《 累 計 》  
4 7 , 2 7 2 名 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 1 2 . 6 % ≫

6
利 用 者 に 優 し い U I （ ※ 2 ） の 設

計
オ ン ラ イ ン 申 請 ツ ー ル
の 利 用 満 足 度 ： １ ０ ０ ％

8 3 . 4 % 未 達 成
≪ 達 成 率 ： 8 3 . ４ % ≫

◆ Ⅱ  デジタル技術を活用した、人に優しいサービスの提供

１ これまでの取組の振り返りと今後の展望　　第 2 章 　 伊 勢 市 の D X 化 の 現 状

※ 1  R 8 . 3 月 末 時 点 で 、 交 付 枚 数 か ら 死 亡 や 有 効 期 限 切 れ 等 に よ り 廃 止 さ れ た カ ー ド の 枚 数 を 除 い た 保 有 率 は 、 8 1 . 2 % と な り ま す 。
　 【 保 有 率 】 人 口 に 対 す る 有 効 な カ ー ド の 割 合 　 【 交 付 率 】 ２ 枚 目 以 上 の 方 ・ 転 出 者 、 死 亡 し た 方 等 も 含 む

※ 2  U I （ U s e r  I n t e r f a c e 【 ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ イ ス 】 ）  ：  ユ ー ザ ー が 利 用 す る 画 面 や 外 観
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№ 施 策 名 称 数 値 目 標 （ K G I ) 令 和 7 年 度 末 実 績 評 価

7
市 民 の デ ジ タ ル

リ テ ラ シ ー の 向 上
ス マ ー ト フ ォ ン 講 習 会

に お け る 習 熟 度 ： 9 0 ％
9 5 . 6 % 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 0 6 . 2 % ≫

8 オ ー プ ン デ ー タ の 充 実 オ ー プ ン デ ー タ の ア ク セ ス 数 ： ー - （ ※ ２ ） -

9
行 政 に お け る

キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 導 入

市 の 窓 口 ・ 施 設 に お け る
キ ャ ッ シ ュ レ ス

決 済 導 入 数 ： 3 4 箇 所 《 累 計 》
3 1 箇 所 未 達 成

≪ 達 成 率 ： 9 1 . 2 % ≫

1 0
デ ジ タ ル を 活 用 し た

シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン

伊 勢 市 観 光 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ の
セ ッ シ ョ ン 数 ： 1 , 0 5 ０ ， ０ ０ ０ 件

《 暦 年 目 標 》  
1 , 5 8 9 , 9 8 9 件 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 5 1 . 4 ％ ≫

1 1
観 光 地 平 均 立 ち 寄 り 箇 所 数 ：

３ . ０ ０ 地 点 《 暦 年 目 標 》
3 . 0 2 地 点 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 0 0 . 7 % ≫

1 2

W i - F i 環 境 の 整 備

利 便 性 向 上 に 資 す る 施 設 へ の
W i - F i 導 入 数 ： 2 6 施 設 《 累 計 》

2 6 施 設 【 完 了 】 達 成
≪ 達 成 率 ： 1 0 0 % ≫

1 3
避 難 生 活 施 設 に お け る
W i - F i 導 入 率 ： １ ０ ０ %

9 4 % 達 成
≪ 達 成 率 ： 9 4 . 0 % ≫

◆ Ⅲ  利用者が身近に感じられるデジタル環境の整備

１ これまでの取組の振り返りと今後の展望　　第 2 章 　 伊 勢 市 の D X 化 の 現 状

※ ２ 　 G o o g l e  A n a l y t i c s の ア ク セ ス 数 カ ウ ン ト 方 法 が 変 更 さ れ 、 正 確 な ア ク セ ス 数 が R 5 年 度 に 計 測 不 能 と な っ た こ と か ら 、 R ４ 年 度 で 進 行 管 理 終 了
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◆ Ⅳ  高い利便性と信頼性を両立した信頼される行政運営

№ 施 策 名 称 数 値 目 標 （ K G I ) 令 和 7 年 度 末 実 績 評 価

1 4
情 報 シ ス テ ム

の 標 準 化 ・ 共 通 化
指 定 業 務 に 関 す る
シ ス テ ム 移 行 完 了

移 行 完 了 達 成

1 5
職 員 の デ ジ タ ル リ テ ラ シ ー の

向 上 、 意 識 改 革

庁 内 研 修 の 実 施 回 数
： 2 0 回 《 累 計 》  

3 9 回 達 成
≪ 達 成 率 ： 2 7 0 % ≫

1 6
対 象 職 種 に お け る 外 部

研 修 受 講 率 ： １ ０ ０ ％ 《 累 計 》
1 0 0 % 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 0 0 % ≫

1 7
A I ・ R P A （ ※ ） を 活 用 し た

安 定 的 な 行 政 運 営

デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し た
新 た な 業 務 時 間 削 減
： 3 , 6 5 0 時 間 《 累 計 》  

4 , 8 5 1 時 間 達 成
≪ 達 成 率 ： 1 ３ ２ . ９ % ≫

1 8 テ レ ワ ー ク の 実 施
対 象 職 種 に お け る

テ レ ワ ー ク 実 施 率 ： １ ０ ０ ％
3 3 . 0 % 未 達 成

≪ 達 成 率 ： 3 3 . 0 % ≫

1 9 電 子 決 裁 の 推 進
文 書 管 理 シ ス テ ム に お け る

電 子 決 裁 率 ： 6 0 %
4 3 . 9 % 未 達 成

≪ 達 成 率 ： ７ ３ . 2 % ≫

2 0 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 徹 底 重 大 イ ン シ デ ン ト 件 数 ： ０ 件 1 件 未 達 成

１ これまでの取組の振り返りと今後の展望　　第 2 章 　 伊 勢 市 の D X 化 の 現 状

※  R P A （ R o b o t i c  P r o c e s s  A u t o m a t i o n 【 ロ ボ テ ィ ッ ク ・ プ ロ セ ス ・ オ ー ト メ ー シ ョ ン 】 ）  ：  デ ー タ 入 力 等 の 定 型 的 な 事 務 作 業 を ソ フ ト ウ ェ ア
ロ ボ ッ ト が 自 動 実 行 す る プ ロ グ ラ ム



第３章　伊勢市が目指す姿
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    1　基本理念 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

～市民にも職員にも優しく便利なDX行政～

効率化で実現する、質の高い市民サービス

今後、人口減少に伴って職員数も減っていく時代において、質の高い市民サービ

スを提供するには、これまでの業務の在り方を根本から見直し、職員が効率的に

業務を行える環境を整えることが重要です。

意識改革を行い、デジタル化を前提とした業務プロセスの見直しを進めることで、

単なるデジタル化ではない真のDX化を実現し、職員が心のゆとりを持って、市民

が求める質の高いサービスを提供できるように取り組みます。
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２　位置付け   (他計画との関連) 　　　 第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ 「官民データ活用推進基本法」に基づく「市町村官民データ活用推進計画」

同 法  第 9 条 第 3 項 に て 、 「 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 基 本 計 画 に 即 し 、 か つ 、 都 道 府 県 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計

画 を 勘 案 し て 市 町 村 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 を 定 め る よ う 努 め る も の と す る 」 と さ れ て い る こ と か ら 、 本

ビ ジ ョ ン を 、 「 市 町 村 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 」 と し て 位 置 付 け ま す 。

◆ 総務省「自治体DX推進計画」、「自治体DX全体手順書」に基づく「全体方針」

「 自 治 体 D X 推 進 計 画 」 に て 、 重 点 取 組 事 項 と し て 、 「 各 自 治 体 に お い て 、 D X に よ り ど の よ う な 社 会 ・ 行

政 を 目 指 す の か 、 そ の ビ ジ ョ ン （ 全 体 方 針 ） を 策 定 す る こ と が 重 要 で あ る 」 と さ れ て い ま す 。

ま た 、 「 自 治 体 D X 全 体 手 順 書 」 で は 、 D X 推 進 の プ ロ セ ス が ス テ ッ プ ０ ～ ４ に 分 類 さ れ て お り 、 最 初 の ス

テ ッ プ と し て 「 全 体 方 針 の 策 定 」 が 求 め ら れ て い る こ と か ら 、 本 ビ ジ ョ ン を 「 全 体 方 針 」 と し て 位 置 付 け ま す 。

◆  第3次 伊勢市総合計画・後期基本計画の分野8「市役所運営」における分野別計画

市 の 最 上 位 計 画 で あ る 「 第 3 次  伊 勢 市 総 合 計 画 ・ 後 期 基 本 計 画 」 に お い て も 、 「 分 野 8  市 役 所 運 営 」 の

主 要 課 題 と し て 「 デ ジ タ ル 行 政 の 推 進 」 が 掲 げ ら れ て い る こ と か ら 、 課 題 解 決 を 推 進 す る た め の 分 野 別 計

画 と し て 位 置 付 け ま す 。



15

 ３　計画期間    　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

生 成 A I を 始 め と し た デ ジ タ ル 技 術 の 進 歩 は 著 し く 早 く 、 さ ら に そ れ ら は 様 々 な 分 野 に お い て 進 ん で く る

こ と か ら 、 期 間 内 で あ っ て も 柔 軟 に 計 画 を 更 新 し て 取 り 組 む こ と と し 、 個 別 の 項 目 に お い て も 、 進 捗 状 況

に 応 じ て 適 宜 目 標 を 見 直 す 等 の 対 応 を し な が ら 、 真 の Ｄ Ｘ 化 を 推 進 し ま す 。

令 和 6 年 度 令 和 7 年 度 令 和 8 年 度 令 和 9 年 度 令 和 1 0 年 度 令 和 1 1 年 度

市 

の 

計 

画

国
・
県
の
計
画

第 3 次  伊 勢 市 総 合 計 画

第 1 期 　 ビ ジ ョ ン  

官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 / デ ジ タ ル 社 会 の 実 現 に 向 け た 重 点 計 画 （ 計 画 期 間 な し ）

自 治 体 D X 推 進 計 画 （ 毎 年 度 更 新 ）

み え の デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 に 向 け た 戦 略 推 進 計 画

中 期 基 本 計 画

新 計 画

後 期 基 本 計 画後 期 基 本 計 画

第 2 期  伊 勢 市 デ ジ タ ル 行 政 推 進 ビ ジ ョ ン
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次 に 掲 げ る 基 本 方 針 に 基 づ き 、 D X 化 に 取 り 組 み ま す 。

基本方針

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

業 務 効 率 化 を 進 め る に は 、 デ ジ タ ル ツ ー ル を 適 材 適 所 で 使 い こ な す こ と が で き る ス キ ル が 必 要 で あ る こ

と か ら 、 優 れ た デ ジ タ ル ス キ ル を 有 し 、 創 造 的 な 業 務 が で き る D X 人 材 の 育 成 に 取 り 組 み ま す 。

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

効 率 的 に 業 務 を 行 え る 環 境 を 整 備 す る こ と で 、 職 員 が 働 き や す く 、 ゆ と り を 持 っ て 業 務 に 専 念 で き る 職

場 を 実 現 し 、 市 民 か ら 信 頼 さ れ る 行 政 運 営 に 取 り 組 み ま す 。

◆ Ⅲ デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し 、 時 間 や 場 所 を 問 わ ず 簡 単 で 利 便 性 の 高 い 市 民 サ ー ビ ス を 提 供 す る と 同 時 に 、 誰

も が デ ジ タ ル 技 術 に よ る 恩 恵 を 受 け ら れ る よ う に 、 適 切 な サ ポ ー ト を し な が ら 取 り 組 み ま す 。

  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿
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◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

①　DX推進に向けた意識改革

・ DXの本質を理解し、現状を見直すための意識付け

  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

目 的
（ 意 図 ）

「 現 状 維 持 」 か ら 脱 却 し 、 デ ジ タ ル を 手 段 と し て 業 務 改 善 ・ 市 民 サ ー ビ ス 向 上 を 自 律
的 に 考 え る こ と が で き る よ う に す る 。

目 標 項 目
職 員 向 け デ ジ タ ル ス キ ル ア ン ケ ー ト に お け る 設 問 「 Ｄ Ｘ と は 何 か 、 デ ジ タ ル 化 と の 違
い を 理 解 し て い る 」 と 「 Ｄ Ｘ と は 何 か 、 Ｄ Ｘ が 求 め ら れ る 理 由 と ど の よ う に 進 め れ ば
よ い か 理 解 し て い る 。 」 の 回 答 で 、 5 段 階 中 4 段 階 以 上 の 割 合 の 平 均 値

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 2 4 . 0 % 4 0 . 0 %  6 0 . 0 %  8 0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

②　計画的なDX人材育成

・ 組織内のDXをけん引できる職員の育成

目 的
（ 意 図 ）

現 場 の 課 題 を デ ジ タ ル で 解 決 で き る 「 内 製 化 」 の 核 と な る 人 材 を 配 置 し 、 組 織 全 体
を 底 上 げ す る 。

項 目
「 伊 勢 市 人 材 育 成 ・ 確 保 基 本 方 針 」 で 位 置 付 け て い る 「 Ｄ Ｘ シ ニ ア リ ー ダ ー 」 ま た は
「 Ｄ Ｘ リ ー ダ ー 」 と し て 認 定 し た 職 員 の 数 【 累 計 】

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 ‐ 2 0 名 4 0 名 6 0 名 8 0 名
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

②　計画的なDX人材育成

・ 様々なデジタルツールを活用できる職員の育成

目 的
（ 意 図 ）

マ ニ ュ ア ル 作 業 を 減 ら し 、 職 員 が 本 来 注 力 す べ き 「 企 画 ・ 対 人 業 務 」 に 時 間 を 割 け る
よ う に す る 。

項 目
「 伊 勢 市 人 材 育 成 ・ 確 保 基 本 方 針 」 で 位 置 付 け て い る 「 Ｄ Ｘ 活 用 人 材 」 と し て 認 定 し
た 職 員 の 数 【 累 計 】

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 ‐ 1 6 0 名 3 2 0 名 4 8 0 名 6 4 0 名
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

③　職員のデジタルリテラシーの向上

・ 基礎的なデジタル用語知識の習得

目 的
（ 意 図 ）

ベ ン ダ ー や 技 術 専 門 家 と の 円 滑 な 対 話 を 可 能 に し 、 適 切 な シ ス テ ム 選 定 ・ 要 件 定 義
を 行 う 。

項 目
職 員 向 け デ ジ タ ル ス キ ル ア ン ケ ー ト に お け る 設 問 「 デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 す る た め に
必 要 な 基 本 的 な 用 語 や 知 識 を 理 解 し て い る 。 」 の 回 答 で 、 5 段 階 中 4 段 階 以 上 の 割
合

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 9 . 9 % 2 5 . 0 % 5 0 . 0 % 7 5 . 0 % 1 0 0 . 0 %  
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

③　職員のデジタルリテラシーの向上

・ サービスデザイン思考の定着

目 的
（ 意 図 ）

利 用 者 （ 市 民 等 ） の 視 点 に 立 っ て 本 質 的 な 課 題 を 発 見 で き る 能 力 を 身 に 付 け 、 よ り
価 値 が 高 く 、 持 続 可 能 な 行 政 サ ー ビ ス や 仕 組 み を 創 造 す る 。

項 目
職 員 向 け デ ジ タ ル ス キ ル ア ン ケ ー ト に お け る 設 問 「 利 用 者 が 求 め る 価 値 を 理 解 し 、
利 用 者 目 線 で 良 い サ ー ビ ス と は 何 か 考 え る こ と が で き る 。 （ サ ー ビ ス デ ザ イ ン 思 考 ）
」 の 回 答 で 、 5 段 階 中 4 段 階 以 上 の 割 合 の 平 均 値

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 5 . 8 % 1 5 . 0 % 3 0 . 0 % 4 5 . 0 % 6 0 . 0 %
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

③　職員のデジタルリテラシーの向上

・ 職員のセキュリティ意識の向上

目 的
（ 意 図 ）

公 共 サ ー ビ ス の 信 頼 の 根 幹 と な る 「 個 人 情 報 保 護 」 を 、 全 職 員 の 責 務 と し て 徹 底 す
る 。

項 目 庁 内 職 員 向 け 標 的 型 攻 撃 メ ー ル 訓 練 に お け る 不 審 メ ー ル 開 封 率

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値

R 4 :  0 . 8 ％
R 5 : 1 9 . 5 %
R 6 :  6 . 4 %
R 7 :  0 . 0 %

0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

①　最適なデジタル技術を活用した業務の効率化

・ データ分析・活用スキルを備えた人材の育成

目 的
（ 意 図 ）

デ ー タ を 正 し く 見 る こ と が で き 、 う ま く 分 析 ・ 活 用 で き る 職 員 を 育 成 し 、 組 織 全 体 の
デ ー タ 活 用 能 力 を 向 上 さ せ る 。

項 目
職 員 向 け デ ジ タ ル ス キ ル ア ン ケ ー ト に お け る 設 問 「 デ ー タ ベ ー ス の 基 本 的 な 知 識 を
備 え 、 収 集 し た デ ー タ の 可 視 化 や 分 析 ・ 活 用 を 行 う こ と が で き る 。 」 の 回 答 で 、 5 段
階 で 3 以 上 の 割 合

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値  2 6 . 6 % 4 0 . 0 % 5 5 . 0 % 7 0 . 0 % 8 5 . 0 %
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

①　最適なデジタル技術を活用した業務の効率化

・ 生成AIやAI-OCR・RPA、公開型GIS等を活用した業務時間の削減

目 的
（ 意 図 ）

最 新 の デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し て 業 務 効 率 化 を 図 り 、 限 ら れ た リ ソ ー ス で 最 大 限 の 行
政 サ ー ビ ス を 提 供 す る 。

項 目 デ ジ タ ル 技 術 の 導 入 に よ り 、 導 入 前 と 比 べ て 短 縮 さ れ た 業 務 時 間 の 合 計

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値
5 , 6 3 9 . 8

時 間
6 , 3 0 0 . 0

時 間
6 , 5 0 0 . 0

時 間
6 , 7 0 0 . 0

時 間
6 , 9 0 0 . 0

時 間
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

②　意思決定の迅速化

・ 電子決裁の推進

目 的
（ 意 図 ）

紙 の 回 付 時 間 を 削 減 し 、 決 裁 の 迅 速 化 お よ び 事 務 の 透 明 性 を 高 め る 。

項 目 文 書 管 理 シ ス テ ム に お け る 電 子 決 裁 率

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 4 3 . 9 % 4 5 . 0 % 5 0 . 0 % 5 5 . 0 % 6 0 . 0 %  
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

③　働き方の多様化に対応した環境整備

・ 執務場所にとらわれない労働環境の整備

目 的
（ 意 図 ）

災 害 時 や 育 児 ・ 介 護 で 在 宅 を 要 す る 時 で も 業 務 を 継 続 で き る 「 強 靭 で 柔 軟 な 働 き 方
」 を 確 立 す る 。

項 目

窓 口 職 場 以 外 の 職 場 に お い て 、 非 管 理 職 の 正 規 職 員 （ 任 期 付 職 員 ・ 再 任 用 除 く ） の
う ち 、 事 務 （ 学 芸 員 ・ 図 書 館 司 書 含 む ） ・ 技 術 職 （ 土 木 ・ 建 築 ・ 電 気 ・ 化 学 ・ 機 械 ） に お
け る テ レ ワ ー ク を 実 施 し た 職 員 の 数 【 累 計 】 《 参 考 ： R 8 . 4 . 1 時 点 の 対 象 者 数 3 7 0
人 》

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 1 6 1 名 2 0 0 名 2 5 0 名 3 0 0 名 3 5 0 名

※  窓 口 部 署 ： 窓 口 延 長 を 行 っ て い る 1 1 部 署 （ 戸 籍 住 民 課 、 収 納 推 進 課 、 課 税 課 、 医 療 保 険 課 、 介 護 保 険 課 、 高 齢 ・ 障 が い 福 祉 課 、 保 育 課 、 子 育
て 応 援 課 、 健 康 課 、 福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 、 こ ど も 発 達 支 援 室 ）
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

④　ペーパーレス化の推進による業務環境の改善

・ プリンタ使用枚数の見える化と意識改革

目 的
（ 意 図 ）

部 署 ご と の 印 刷 枚 数 を 定 期 的 に 共 有 ・ 公 表 す る こ と で 意 識 改 革 を 促 す と と も に 、 紙
の 資 料 配 布 を 抑 制 し 、 会 議 や 業 務 プ ロ セ ス に お け る デ ジ タ ル 完 結 を 推 進 す る 。

項 目 全 庁 的 な 月 間 プ リ ン タ 印 刷 枚 数 の R 7 年 度 比 削 減 率

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 5,828,872枚
R 7 年 度 比
▲ 2 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 4 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 6 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 8 . 0 %
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

⑤　セキュリティ対策の徹底

・ 不正アクセスや情報漏洩を防ぐための対策

目 的
（ 意 図 ）

サ イ バ ー 攻 撃 の リ ス ク を 最 小 化 し 、 市 民 の 大 切 な デ ー タ と 行 政 の 信 頼 を 守 る 。

項 目 重 大 イ ン シ デ ン ト 発 生 件 数

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値

R 4  :  1 件
R 5  :  1 件
R 6  :  0 件
R 7  :  1 件

0 件  0 件 0 件 0 件
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

①　各種手続きのスマート化

・ 行政手続きのオンライン化の推進

目 的
（ 意 図 ）

市 民 が 市 役 所 に 来 庁 す る こ と な く 、 場 所 や 時 間 を 問 わ ず 行 政 サ ー ビ ス を 利 用 で き る
よ う に す る 。

項 目 オ ン ラ イ ン 化 さ れ た 行 政 手 続 き の 数

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 1 4 ２ 件 1 7 0 件 2 0 0 件 2 3 0 件 2 6 0 件
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

①　各種手続きのスマート化

・ 利用者に優しいUI（※）の設計

目 的
（ 意 図 ）

デ ジ タ ル 機 器 に 不 慣 れ な 方 や 苦 手 な 方 で も 容 易 に 扱 え る よ う 、 手 続 き の オ ン ラ イ ン
化 に 伴 う 申 請 ツ ー ル の 使 用 方 法 等 に つ い て 、 誰 も が 使 い や す い と 感 じ る U I 設 計 に
す る 。

項 目 オ ン ラ イ ン 申 請 ツ ー ル の 利 用 満 足 度

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 ８ ３ . ４ % 8 9 . 0 % 9 3 . 0 % 9 7 . 0 % 1 0 0 . 0 ％

※  U I （ U s e r  I n t e r f a c e 【 ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ イ ス 】 ）  ：  ユ ー ザ ー が 利 用 す る 画 面 や 外 観
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

②　デジタル技術を活用したサービスの充実

・ チャットボットを活用した内外からの問合せ対応の自動化

目 的
（ 意 図 ）

市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 提 供 さ れ て い る 様 々 な 情 報 を 、 2 4 時 間 3 6 5 日 い つ で も
ど こ で も 、 対 話 形 式 で 迷 わ ず 必 要 な 情 報 を 探 す こ と が で き る 環 境 を 整 備 す る こ と で 、
市 民 の 利 便 性 向 上 と 職 員 の 問 合 せ 対 応 負 荷 を 軽 減 す る 。

項 目
L IN E や W e b 上 で 生 成 Ａ Ｉ を 活 用 し た チ ャ ッ ト ボ ッ ト で 、 問 合 せ 対 応 可 能 な 部 署 の
数 【 累 計 】

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 ‐ 1 5 部 署 3 0 部 署 4 5 部 署 6 0 部 署
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

③　市民への情報発信の多様化、迅速化

・ 各種ＳＮＳ等を活用した多様で迅速な情報発信

目 的
（ 意 図 ）

L IN E 、 X （ 旧 ツ イ ッ タ ー ） 、 F a c e b o o k 、 I n s t a g r a m 等 、 多 様 な S N S を 活 用 し 、
市 民 が 情 報 を 受 け 取 り や す い 環 境 を 整 備 す る 。

項 目
市 が 運 用 す る Ｓ Ｎ Ｓ ( L IN E 、 X （ 旧 ツ イ ッ タ ー ） 、 F a c e b o o k 、 In s t a g r a m 、
Y o u T u b e ） の 登 録 者 数 の 合 計

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 4 7 , 2 7 2 名 5 3 , 0 0 0 名 5 6 , 0 0 0 名 5 9 , 0 0 0 名 6 2 , 0 0 0 名



第４章　推進体制
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   １ 伊勢市デジタル推進本部 　　第 ４ 章 　 推 進 体 制

【本部員会議】

本  部  長 ： 市 長

副 本 部 長 ： 副 市 長

本  部  員 ： 各 部 局 長 　 等

【担当部・課】

リ ー ダ ー ： 所 属 長

メ ン バ ー ： デ ジ タ ル 推 進 員

【ワーキンググループ】

テ ー マ 別 に 若 手 ～ 中 堅 の

職 員 8 ～ 1 0 名 程 度 で 構 成
協 力

デジタル政策課

【事務局】協
力（運

営
）

協
力

（助
言

）

指
示

全庁横断的にデジタル化の取組を進めるために令和3年度に設置した「伊勢市デジタル推進

本部」を引き続き設置し、DX化を推進します。

また、これまで同様、毎年度テーマ別のワーキンググループを設置し、そこで検討した結果を

本部員会議に提言し、本部員会議にて決定された事項を担当部署にて取り組むこととします。
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 ２ 伊勢市システム管理・セキュリティ委員会 　　第 ４ 章 　 推 進 体 制

報 告 指 示
【 担 当 部 署 】

【 伊 勢 市 シ ス テ ム 管 理 ・ セ キ ュ リ テ ィ 委 員 会 】

委 員 長 ： 副 市 長 、 メ ン バ ー ： 各 部 局 長

作 業 部 会 　 メ ン バ ー ： 委 員 長 指 名

【 ク ラ イ ア ン ト 管 理 運 営 委 員 】 　 ： 各 課 よ り 1 名

報 告 指 示市長

情報システムの適切な管理とセキュリティ対策の徹底を図るため、「伊勢市システム管理・セ

キュリティ委員会」も引き続き設置し、「伊勢市情報セキュリティ基本方針」に基づく適切な情報

システムの運用体制を確保するほか、関連法令に基づく適切なデータの公開、運用を行います。



伊勢市デジタル推進本部
(事務局　伊勢市 情報戦略局 デジタル政策課)

E-mail：digital@city.ise.mie.jp

TEL：0596-21-5569


